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春の工作  

『ペーパークイリング』でお花飾り🌸 

家族へ、日頃の感謝としてプレゼントして

もいいかも🦆♪（参加費無料） 

日にち：5月 1日（金）～9日（土）まで 

※材料が無くなり次第終了です。 

やりたい子は、職員に声かけてね🌷 

春の工作（1日～9日まで） 

マミーキッズ  

13日（水）春の工作あそび 

※南児童館と２館合同 場所：坂田児童館 

20日（水）新聞紙あそび 

27日（水）4館合同リトミック 

春の工作（1日～9日まで） 

◇児童館利用について・保護者の皆様へお願い◇ 

・開館時間は１０時３０分～５時３０分 お昼１２時～１時は閉館します。ご自宅で昼食を食べさせて下さい。 

・児童館を利用する児童は『児童館利用登録届』が必要です。事務室で用紙をもらって提出して下さい。 

・未就学児童の利用については、安全管理の面から保護者同伴です。１人での利用は小学生以上です 

・児童館は自由来館です。学童とは違い、お子さんをお預かりする場所ではありません。お迎え時間や待ち合わせ

等の約束事は、事前によく話し合ってからご利用下さい。電話の貸し出しはしていません。 

・児童館は公共施設です。ルールを守って利用して下さい。他の児童に著しく迷惑や危険が及ぶ場合、退出してい

ただくこともあります。ご了承下さい。 


